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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板の一方の主面に形成された下部電極と、
　前記基板の一方の主面に、前記下部電極から絶縁されて形成された引き出し電極層と、
　少なくとも前記下部電極を覆うように形成され、前記下部電極を覆う領域とは異なる領
域であって前記引き出し電極層の上に形成された開口部を備える誘電体層と、
　少なくとも一部が前記誘電体層を介して前記下部電極と対向するように前記誘電体層上
に形成された上部電極と、
　前記基板の前記引き出し電極層に対応する位置に形成され、前記基板の一方の主面から
他方の主面まで接続するコンタクトホールと、を備え、
　前記上部電極は、前記誘電体層上に形成され、前記誘電体層の前記開口部と平面視して
重なるように形成された開口部を備える第１の層と、該第１の層上及び前記誘電体層の前
記開口部の内壁及び該第１の層の該開口部の内壁及び前記誘電体層の前記開口部を介して
露出する前記引き出し電極層とを覆うように形成された第２の層と、を備え、
　前記第１の層と前記第２の層とは異なる材料から形成され、
　前記上部電極の前記第２の層の上に絶縁層が形成されることを特徴とするコンデンサ。
【請求項２】
　前記上部電極の前記第２の層は、前記誘電体層の前記開口部の内壁全面を覆うように形
成されることを特徴とする請求項１に記載のコンデンサ。
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【請求項３】
　前記基板の他方の主面に前記上部電極に接続される電極パッドが形成され、
　前記誘電体層の前記開口部は、該電極パッドが形成された領域に平面視して重なるよう
に形成されることを特徴とする請求項１又は２に記載のコンデンサ。
【請求項４】
　前記電極パッドが形成される領域に平面視して重なるように、前記上部電極の第２の層
上に前記上部電極の接続電極が形成されることを特徴とする請求項３に記載のコンデンサ
。
【請求項５】
　基板の一方の主面上に下部電極を形成する下部電極形成工程と、
　前記基板の一方の主面上に引き出し電極層を形成する引き出し電極層形成工程と、
　少なくとも前記下部電極を覆うように誘電体層を形成する誘電体層形成工程と、
　少なくとも一部が前記誘電体層を介して前記下部電極と対向するように前記誘電体層上
に上部電極の第１の層を形成する第１の層形成工程と、
　前記第１の層のうち前記誘電体層を介して前記下部電極と対向しない領域であって前記
引き出し電極層に対向する領域に開口部を形成する開口部形成工程と、
　前記第１の層をマスクとして用いて、前記第１の層の開口部を介して前記引き出し電極
層の上の前記誘電体層に開口部を形成する誘電体層開口部形成工程と、
　前記上部電極の第１の層上、前記第１の層の開口部の内壁及び前記誘電体層の前記開口
部の内壁及び前記誘電体層の前記開口部の底面を覆うように、前記上部電極の第２の層を
形成する第２の層形成工程と、
　前記上部電極の前記第２の層の上に絶縁層を形成する絶縁層形成工程と、
　前記基板の前記引き出し電極層に対応する位置に、前記基板の一方の主面から他方の主
面まで接続するコンタクトホールを形成するコンタクトホール形成工程と、
　を備えることを特徴とするコンデンサの製造方法。
【請求項６】
　前記第２の層形成工程では、前記誘電体層の前記開口部の内壁全面を覆うように前記第
２の層を形成することを特徴とする請求項５に記載のコンデンサの製造方法。
【請求項７】
　前記開口部形成工程では、前記上部電極の前記第１の層上にレジストパターンを形成し
、該レジストパターンをエッチングマスクとして用いて前記第１の層をエッチングし、前
記第１の層の前記開口部を形成し、
　前記上部電極の前記第１の層は、前記誘電体層内に該レジストパターンに含まれる不純
物が拡散することを防ぐバリアとして機能することを特徴とする請求項５又は６に記載の
コンデンサの製造方法。
【請求項８】
　前記誘電体層開口部形成工程で、前記誘電体層上に形成された前記上部電極の前記第１
の層をマスクとして、第１の層により前記誘電体層を保護しつつ前記誘電体層の前記開口
部をエッチング液を用いて形成する、ことを特徴とする請求項５乃至７のいずれか１項に
記載のコンデンサの製造方法。
【請求項９】
　前記絶縁層形成工程では、前記第２の層により前記誘電体層を有機溶剤又は現像液から
保護することを特徴とする請求項５乃至８のいずれか１項に記載のコンデンサの製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンデンサとその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、ノイズ等を抑制し、半導体集積回路装置等を安定して動作させる目的で、コンデ
ンサを半導体集積回路素子の電極端子と接地端子との間に接続することが行われている。
また、このようなコンデンサを半導体チップと配線基板の間又は半導体チップの層間の接
続配線を形成する中継用基板として利用されるインターポーザ内に形成する技術も開発さ
れている（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２００５－１２３２５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１に開示された技術では、誘電体層をパターニングした後に、誘電体層の上面
に上部電極を形成し、コンデンサ（キャパシタ）を形成する。従って、誘電体層をパター
ニングする際、誘電体層上にフォトレジストパターンを形成するため、フォトレジストに
含まれる不純物が誘電体層中に拡散してしまい、誘電体層の品質が劣化する問題がある。
また、フォトレジストを除去する際に、誘電体層全体がエッチング液に曝され、誘電体層
の表面が荒れる等の問題がある。
　このような原因により、特許文献１に開示された技術では、誘電体層の品質が劣化し、
漏れ電流の発生、誘電損失の増加、静電容量の低下、経年劣化が早くなる等、製造される
コンデンサの品質が低下する問題がある。
【０００４】
　本発明は上記実情に鑑みてなされたものであって、高品質なコンデンサとその製造方法
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、本発明の第１の観点に係るコンデンサは、
　基板と、
　前記基板の一方の主面に形成された下部電極と、
　前記基板の一方の主面に、前記下部電極から絶縁されて形成された引き出し電極層と、
　少なくとも前記下部電極を覆うように形成され、前記下部電極を覆う領域とは異なる領
域であって前記引き出し電極層の上に形成された開口部を備える誘電体層と、
　少なくとも一部が前記誘電体層を介して前記下部電極と対向するように前記誘電体層上
に形成された上部電極と、
　前記基板の前記引き出し電極層に対応する位置に形成され、前記基板の一方の主面から
他方の主面まで接続するコンタクトホールと、を備え、
　前記上部電極は、前記誘電体層上に形成され、前記誘電体層の前記開口部と平面視して
重なるように形成された開口部を備える第１の層と、該第１の層上及び前記誘電体層の前
記開口部の内壁及び該第１の層の該開口部の内壁及び前記誘電体層の前記開口部を介して
露出する前記引き出し電極層とを覆うように形成された第２の層と、を備え、
　前記第１の層と前記第２の層とは異なる材料から形成され、
　前記上部電極の前記第２の層の上に絶縁層が形成されることを特徴とする。
【０００６】
　前記上部電極の前記第２の層は、前記誘電体層の前記開口部の内壁全面を覆うように形
成されてもよい。
【０００７】
　前記基板の他方の主面に前記上部電極に接続される電極パッドが形成され、
　前記誘電体層の前記開口部は、該電極パッドが形成された領域に平面視して重なるよう
に形成されてもよい。
【０００８】
　前記電極パッドが形成される領域に平面視して重なるように、前記上部電極の第２の層
上に前記上部電極の接続電極が形成されてもよい。
【００１１】
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　上記目的を達成するため、本発明の第２の観点にかかるコンデンサの製造方法は、
　基板の一方の主面上に下部電極を形成する下部電極形成工程と、
　前記基板の一方の主面上に引き出し電極層を形成する引き出し電極層形成工程と、
　少なくとも前記下部電極を覆うように誘電体層を形成する誘電体層形成工程と、
　少なくとも一部が前記誘電体層を介して前記下部電極と対向するように前記誘電体層上
に上部電極の第１の層を形成する第１の層形成工程と、
　前記第１の層のうち前記誘電体層を介して前記下部電極と対向しない領域であって前記
引き出し電極層に対向する領域に開口部を形成する開口部形成工程と、
　前記第１の層をマスクとして用いて、前記第１の層の開口部を介して前記引き出し電極
層の上の前記誘電体層に開口部を形成する誘電体層開口部形成工程と、
　前記上部電極の第１の層上、前記第１の層の開口部の内壁及び前記誘電体層の前記開口
部の内壁及び前記誘電体層の前記開口部の底面を覆うように、前記上部電極の第２の層を
形成する第２の層形成工程と、
　前記上部電極の前記第２の層の上に絶縁層を形成する絶縁層形成工程と、
　前記基板の前記引き出し電極層に対応する位置に、前記基板の一方の主面から他方の主
面まで接続するコンタクトホールを形成するコンタクトホール形成工程と、
　を備えることを特徴とする。
【００１２】
　前記第２の層形成工程では、前記誘電体層の前記開口部の内壁全面を覆うように前記第
２の層を形成してもよい。
【００１３】
　前記開口部形成工程では、前記上部電極の前記第１の層上にレジストパターンを形成し
、該レジストパターンをエッチングマスクとして用いて前記第１の層をエッチングし、前
記第１の層の前記開口部を形成し、
　前記上部電極の前記第１の層を、前記誘電体層内に該レジストパターンに含まれる不純
物が拡散することを防ぐバリアとして機能させてもよい。
【００１４】
　前記誘電体層開口部形成工程で、前記誘電体層上に形成された前記上部電極の前記第１
の層をマスクとして、第１の層により前記誘電体層を保護しつつ前記誘電体層の前記開口
部をエッチング液を用いて形成してもよい。
　前記絶縁層形成工程では、前記第２の層により前記誘電体層を有機溶剤又は現像液から
保護してもよい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、上部電極を２層構造とすることによって、高品質なコンデンサ及びそ
の製造方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の実施の形態に係るコンデンサ及びその製造方法について図面を参照して説明す
る。本実施の形態では、特にコンデンサがインターポーザ内に形成される場合を例に挙げ
て説明する。
【００１７】
　本発明の実施の形態に係るコンデンサ１０は、例えば図１に示すようにインターポーザ
３０内に形成される。インターポーザ３０は、図２に模式的に示すように、半導体パッケ
ージ（チップ）５０と回路基板７０との間に配置され、半導体パッケージ５０の電源端子
Ｔｖ、接地端子Ｔｇ、複数の信号端子Ｔｓを、それぞれ、接続導体Ｉｖ、Ｉｇ、Ｉｓによ
り、回路基板７０の電源ラインＬｖ、接地ラインＬｇ、複数の信号ラインＬｓに接続する
と共に半導体パッケージ５０の電源端子Ｔｖと接地端子Ｔｇの間に電源ノイズ低減用のコ
ンデンサＣ（コンデンサ１０）を接続する装置である。
【００１８】
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　図３に平面図で模式的に示すように、半導体パッケージ５０の各接続端子、インターポ
ーザ３０の上下の各接続端子、及び回路基板７０の各配線の接続パッドは、相対的に同一
の位置に配置されており、水平方向の位置合わせを行って重ねて載置することにより、半
導体パッケージ５０の各接続端子と回路基板７０の対応する接続パッドとがインターポー
ザ３０を介して接続される。なお、回路基板７０とインターポーザ３０の間の空隙、及び
インターポーザ３０と半導体パッケージ５０の間の空隙には、適宜、樹脂などの充填材が
充填される。
【００１９】
　次に、コンデンサ１０及びこれを備えるインターポーザ３０の構造を説明する。
　図１は、インターポーザ３０の断面構成を示すもので、図３に示す平面図のＩ－Ｉ線で
の断面に相当する。図示するように、インターポーザ３０は、コンデンサ１０と、引出用
電極層１３ｂと、配線１６ｖ、１６ｇと、絶縁膜１７と、電極パッド１８ｇ、１８ｖと、
金属層１９ｇ、１９ｖと、バンプ２０ｇ、２０ｖと、絶縁層２１と、金属層２２ｇ、２２
ｖと、電極パッド２３ｇ、２３ｖと、を備える。コンデンサ１０は、基板１１と、酸化膜
１２と、下部（下層）電極１３ａと、誘電体層１４と、上部電極１５ａ～１５ｄと、から
構成される。
【００２０】
　基板１１は、例えばシリコン単結晶から構成される。基板１１は、例えば５０μｍ程度
の厚みを備え、このインターポーザ１０全体を支持する。
【００２１】
　酸化膜１２は、基板１１の上主面全面に形成され、基板１１と下部電極１３ａ、引出用
電極層１３ｂとの間を絶縁する。絶縁膜１２は、例えば、基板１１の上主面全体に形成さ
れた厚さ１００ｎｍ～３００ｎｍ程度のシリコン酸化膜（ＳｉＯ２）から構成される。な
お、酸化膜１２はシリコン酸化膜に限らず、絶縁体であればいずれを用いることも可能で
ある。
【００２２】
　下部電極１３ａは、金属等の導電体から形成され、具体的に例えば白金（Ｐｔ）等から
形成される。また、下部電極１３ａは、酸化膜１２上のコンデンサＣの形成領域及び接地
接続用導体Ｉｇ形成領域に形成され、該コンデンサＣの下部電極として機能し、接地用の
電極パッド２３ｇに電気的に接続される。
【００２３】
　引出用電極層１３ｂは、金属等の導電体から形成され、具体的に例えば白金（Ｐｔ）等
から形成される。また、引出用電極層１３ｂは、酸化膜１２上の電源接続用導体Ｉｖ形成
領域に、下部電極１３ａから絶縁して形成される。引出用電極層１３ｂは、上部電極１５
ａの開口部６１ｖ及び誘電体層１４の開口部６２ｖを介して、上部電極１５ｂに接続され
、コンデンサＣの上部電極を電源電圧用の電極パッド２３ｖに接続する機能を有する。
【００２４】
　誘電体層１４は、常温で高い比誘電率を備える誘電体、例えば、チタン酸バリウム（Ｂ
ａＴｉＯ３）から構成され、コンデンサの容量を大きくするための誘電体層として機能す
る。誘電体層１４は、形成するコンデンサに所望の容量を確保し、且つ、必要な耐圧を確
保できる厚み、例えば２５０ｎｍの厚みに形成される。また、誘電体層１４は、接続用導
体Ｉｖ、Ｉｇに対応する領域に開口部６１ｇと６１ｖとをそれぞれ備える。
【００２５】
　上部電極１５ａ～１５ｄは、誘電体層１４との密着性が良好な導電体等から形成され、
例えばニッケル（Ｎｉ）、タングステン（Ｗ）、アルミニウム（Ａｌ）等から形成される
。また上部電極１５ａ～１５ｄは、それぞれ例えば１００ｎｍの厚みに形成される。
【００２６】
　上部電極１５ａは、誘電体層１４上のコンデンサの形成領域に下部電極１３ａと対向し
て形成され、貫通電極形成領域に開口部６２ｖを備える。上部電極１５ｂは、上部電極１
５ａ上を覆い、上部電極１５ａの開口部６２ｖ及び誘電体層１４の開口部６１ｖの内壁全
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体を覆うように形成される。また、上部電極１５ｂは、引出用電極層１３ｂに接続される
ように形成される。上部電極１５ａ及び１５ｂは、電源電極に電気的に接続されており、
接地電極に接続された下部電極１３ａと、下部電極１３ａとの間に形成された誘電体層１
４と、コンデンサを構成する。
【００２７】
　上部電極１５ｃは、誘電体層１４上の電源用の接続導体Ｉｇ形成領域に形成されており
、誘電体層１４の貫通孔６１ｖに連通する開口部６２ｇを備える。上部電極１５ｄは、上
部電極１５ｃを覆い、上部電極１５ｃの開口部６２ｇ及び誘電体層１４の開口部６１ｇの
内壁全体を覆うように形成される。また、上部電極１５ｄは、下部電極１３ｂに接続され
るように形成される。
【００２８】
　後述するように、上部電極１５ａ及び１５ｃは誘電体層１４を形成する際のバリア及び
マスクとして機能するため、高品質な誘電体層１４を形成することができる。また、上部
電極１５ｂ及び１５ｄは、それぞれ開口部６１ｖ、６２ｖ、６１ｇ、６２ｇの内壁全体を
覆うように形成されており、詳細に後述するように絶縁層１７を形成する際、誘電体層１
４が有機溶剤、フォトレジスト工程によって荒れることを防ぐことができる。
【００２９】
　金属膜１６ｖ、１６ｇは、導電体、例えばニッケル（Ｎｉ）から形成される。
　金属膜１６ｖは、誘電体層１４の開口部６１ｖ及び上部電極１５ａの開口部６２ｖを覆
うように形成された上部電極１５ｂと、絶縁膜１７の開口部６３ｖと、開口部６３ｖ近傍
の絶縁膜１７上面と、を覆うように形成される。金属膜１６ｇも同様に上部電極１５ｄと
、開口部６３ｇと、開口部６３ｇ近傍の絶縁膜１７上面と、を覆うように形成される。
【００３０】
　絶縁膜１７は、感光型絶縁膜から構成され、上部電極１５ｂ、１５ｄ上に形成される。
また、絶縁膜１７は、開口部６１ｖ、６１ｇ及び開口部６２ｖ、６２ｇに対応する領域に
それぞれ開口部６３ｖ、６３ｇを備え、開口部の内壁にそれぞれ金属膜１６ｖ、１６ｇが
形成される。
【００３１】
　電極パッド１８ｖは、導電体から形成され、例えばニッケルから形成される。電極パッ
ド１８ｖは、金属膜１６ｖを介して開口部６１ｖ、６２ｖ、６３ｖとを充填し、且つ絶縁
膜１７の上面に形成された金属膜１６ｖを覆うように形成される。また、電極パッド１８
ｖは、電源電極側の電極パッドとして機能する。電極パッド１８ｖ上には、例えば金（Ａ
ｕ）からなる金属層１９ｖが形成される。金属層１９ｖは、電極パッド１８ｖを腐食から
保護するため形成される。なお、金属層１９ｖ上には、半田層からなるバンプ２０ｖが形
成される。
【００３２】
　電極パッド１８ｇも電極パッド１８ｖと同様に、導電体から形成され、例えばニッケル
から形成される。電極パッド１８ｇは、金属膜１６ｇを介して開口部６１ｇ、６２ｇ、６
３ｇとを充填し、且つ絶縁膜１７の上面に形成された金属膜１６ｇを覆うように形成され
る。電極パッド１８ｇは、接地電極側の電極パッドとして機能する。また、電極パッド１
８ｇ上には、例えば金（Ａｕ）からなる金属層１９ｇが形成される。なお、金属層１９ｇ
上には、半田層からなるバンプ２０ｇが形成される。
【００３３】
　前述の基板１１の接続用導体形成領域には、コンタクトホールとして機能する開口６７
ｖ、６７ｇがそれぞれ形成されている。
【００３４】
　絶縁層２１は、金属層２２ｖ、２２ｇと、基板１１とを絶縁するためのものであり、基
板１１の下主面及び開口部６７ｖ、６７ｇの内壁に形成される。絶縁層２１は、絶縁体、
例えばポリイミドから構成される。
【００３５】
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　金属層２２ｖ、２２ｇは、導電体、例えばニッケル（Ｎｉ）から形成される。金属層２
２ｖは、基板１１の開口部６７ｖ上に形成された絶縁層２１を覆うように形成され、金属
層２２ｇは、開口部６７ｇ上に形成された絶縁層２１を覆うように形成される。
【００３６】
　電極パッド２３ｖ、２３ｇは、抵抗値の低い金属、例えば銅等から構成され、それぞれ
、開口部６７ｖ、６７ｇを充填するように形成される。電極パッド２３ｖ及び２３ｇは、
それぞれ半導体パッケージ５０に形成された電源端子Ｔｖ、接地端子Ｔｇに接続される。
【００３７】
　このように、本実施の形態のコンデンサ１０は、詳細に後述するように２層から構成さ
れる上部電極１５ａ～１５ｄを備えることによって、誘電体層１４内にレジストパターン
に含まれる不純物が拡散する、フォトリソグラフィ工程の現像液、有機溶剤等により誘電
体層１４表面が荒れる等を防ぐことができ、高品質の誘電体層１４を備える。従って、高
品質なコンデンサ１０を提供することができる。
【００３８】
　次に、上記構成を有するコンデンサ１０の製造方法について図面を参照して説明する。
なお、以下に記載する製造方法は一例であって、同様の結果物が得られるのであればこれ
に限られない。
【００３９】
　まず、基板１１を用意する。基板１１は、例えば５０μｍの厚みを備えるシリコン単結
晶の基板を用いる。次に、基板１１の表面に付着した埃等の汚れを洗浄して除去した後、
熱酸化法により基板１１の表面を酸化させ、図４（ａ）に示す、例えば１００ｎｍ～３０
０ｎｍの厚みを有する酸化膜１２を形成する。
【００４０】
　次に、フォトリソグラフィ等により、図４（ｂ）に示すように酸化膜１２上の下部電極
１３ａ及び引出用電極層１３ｂを形成しない領域に、レジストパターン８１を形成する。
次に、レジストパターン８１及び酸化膜１２の上面に、スパッタによって白金（Ｐｔ）を
比較的薄く、例えば３０ｎｍ程度に堆積させ、白金層７１を形成する。
【００４１】
　次に、レジストパターン８１をエッチング液で除去する。これによって、図４（ｃ）に
示すように、レジストパターン８１上の白金層７１も除去される。即ち、リフトオフ法に
より、下部電極１３ａ及び引出用電極層１３ｂを酸化膜１２上に形成する。
【００４２】
　次に、酸化膜１２、下部電極１３ａ及び引出用電極層１３ｂ上に、チタン酸バリウム液
をスピンコート法等によって塗布し、続いて例えば２５０℃で仮焼成する。更に、例えば
７５０℃で６０分焼成し、厚さ２５０μｍ程度のチタン酸バリウム層７２を形成する。
【００４３】
　次に、誘電体層１４上にスパッタによって、例えばニッケルを厚さ１００ｎｍ程度に堆
積し、第１ニッケル層７４を形成する。続いて、図４（ｄ）に示すように、電源用接続導
体Ｉｖと接地用接続導体Ｉｇ形成領域に開口を有するレジストパターン８２をフォトリソ
グラフィ等により第１ニッケル層７４上に形成する。
【００４４】
　次に、図５（ｅ）に示すようにレジストパターン８２をマスクとして、第１ニッケル層
７４の電極パッド１８ｖ及び１８ｇに対応する領域をエッチング液によりエッチングして
除去する。このエッチング液は、第１ニッケル層７４のみをエッチングし、チタン酸バリ
ウム層７２はエッチングしないものが好ましく、例えば塩化第二鉄（ＦｅＣｌ３）液を用
いる。これにより、開口部６２ｖ及び６２ｇが形成される。
【００４５】
　次に、レジストパターン８２を除去する。続いて、第１ニッケル層７４をマスクとして
、開口部を介して露出するチタン酸バリウム層７２を、例えば希フッ酸（ＨＦ）を用いて
エッチングして除去する。これにより、図５（ｆ）に示すように誘電体層１４の開口部６
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１ｖ及び６１ｇが、開口部６２ｖ、６２ｇに対して自己整合的に形成される。なお、第１
ニッケル層７４をマスクとして利用することによって、チタン酸バリウム層７２上に更に
レジストパターンを形成する必要がなく工程を増加させることがなく、且つチタン酸バリ
ウム層７２にレジストパターンに含まれる不純物が拡散する、現像液等で表面が荒れる等
、誘電体層１４に生じる不良を防ぐことができる。なお、この工程においてレジストパタ
ーン８２を除去するのは、チタン酸バリウム層７２をエッチングした後でも構わない。
【００４６】
　続いて、スパッタによって第１ニッケル層７４上及びコンタクトホール（開口部６１ｖ
、６１ｇ、６２ｖ、６２ｇ）の内壁全体を覆うように、例えば厚さ１００ｎｍ程度にニッ
ケルを堆積させ、図５（ｇ）に示すように第２ニッケル層７５を形成する。
【００４７】
　次に、フォトリソグラフィ等によって第２ニッケル層７５上にレジストパターンを形成
した後、レジストパターンをマスクとして塩化第二鉄液等を用いて図６（ｈ）に示すよう
にエッチングを行い、開口部６９及び開口部７０を形成する。これにより、上部配線１５
ａと１５ｂ、上部配線１５ｃと１５ｄが形成される。
【００４８】
　次に、レジストパターンをアッシング等で除去し、続いて、上部配線１５ｂ、１５ｄ上
及び、開口部６９、開口部７０を充填するように感光型の絶縁膜１７を形成する。この際
、誘電体層１４の側面（開口部６１ｖ、６１ｇ）は上部電極１５ｂ及び１５ｄにそれぞれ
覆われているため、絶縁膜１７を形成する際の有機溶剤、フォトリソグラフィ工程の現像
液等によって誘電体層１４の側面が荒れることを防ぐことができる。
【００４９】
　次に、絶縁膜１７の開口部６３ｖ、開口部６３ｖを介して露出する上部電極１５ｂ、絶
縁膜１７の開口部６３ｇ、開口部６３ｇを介して露出する上部電極１５ｄ、絶縁膜１７上
にニッケルをスパッタによって堆積させ、パターニングすることによって図６（ｈ）に示
すように金属膜１６ｖ、１６ｇを形成する。
【００５０】
　続いて、メッキによって電極パッド１８ｖ及び１８ｇを形成する。なお、電極パッド１
８ｖは、開口部６３ｖを充填するように形成され、電極パッド１８ｇは、開口部６３ｇを
充填するように形成される。続いて、メッキ等により電極パッド１８ｖ及び１８ｇ上に、
それぞれ金（Ａｕ）からなる金属層１９ｖ及び１９ｇを形成する。次に、金属層１９ｖ及
び１９ｇ上に、それぞれ半田層を形成し、バンプ２０ｖ及び２０ｇを形成する。
【００５１】
　続いて、基板１１の下面の電極パッド２３ｖ及び２３ｇが形成される領域に対応してレ
ジストパターンを形成する。このレジストパターンをマスクとして、等方性エッチングに
より例えば略円錐状に開口部６７ｖ、６７ｇを形成する。
【００５２】
　次に、それぞれの開口部６７ｖ、６７ｇの表面と、基板１１の下面を覆うように、ポリ
イミドからなる絶縁層２１を形成する。次に、開口部６７ｖ及び６７ｇ上に形成された絶
縁層２１上に、スパッタ等によりニッケルからなる金属層２２ｖ及び２２ｇを形成する。
続いて、メッキ等により、金属層２２ｖ及び２２ｇ上に銅からなる電極パッド２３ｖ及び
２３ｇを形成する。
　以上の工程から図６（ｉ）に示すようにコンデンサ１０を備えるインターポーザ３０が
製造される。
【００５３】
　本実施の形態のコンデンサ１０の製造方法では、チタン酸バリウム層７２上に第１ニッ
ケル層７４を形成し、第１ニッケル層７４上にレジストパターン８２を形成する。続いて
第１ニッケル層７４に開口部６１ｖ、６１ｇを形成した上で、レジストパターン８２を除
去し、第１ニッケル層７４をマスクとして、チタン酸バリウム層７２をエッチングし、誘
電体層１４を形成する。従って、第１ニッケル層７４（上部電極１５ａ、１５ｃ）によっ
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て、レジストパターン８２に含まれる不純物が誘電体層１４内に拡散することを防ぐこと
ができる。また、第１ニッケル層７４をマスクとしてエッチングすることができるため、
誘電体層１４を形成するために、チタン酸バリウム層７２上にレジストパターンを形成す
る必要がないため、製造工程数が増加せず、更に誘電体層１４がフォトリソグラフィ工程
の現像液等によって荒れることを防ぐことができる。
【００５４】
　更に、マスクとして用いた第１ニッケル層７４を上部電極１５ａ、１５ｃとして利用す
ることによって、マスクを剥離する工程が不要となり工程数の減少を図ることができる。
また、マスクの剥離等の工程が不要なため、上部電極１５ａ及び１５ｃと、誘電体層１４
との界面を良好に保つことができ、コンデンサ１０の品質が更に向上する。
【００５５】
　更に、本実施の形態のコンデンサ１０の製造方法では、誘電体層１４の開口部内に第２
ニッケル層（上部電極１５ｂ、１５ｄ）を形成することによって、絶縁層１７を形成する
際の有機溶剤、フォトリソグラフィ工程の現像液等から誘電体層１４の側面（開口部６１
ｖ、６１ｇ）を保護することができる。
　このように本実施の形態によれば、高品質なコンデンサ１０が製造される。
【００５６】
　本発明は上述した実施の形態に限られず、様々な修正及び応用が可能である。
　本実施の形態では、コンデンサ１０がインターポーザ３０内に形成される場合を例に挙
げて説明したが、これに限られない。
【００５７】
　また、上述した実施の形態では上部電極１５ａ～１５ｄを、２層から構成する場合を例
に挙げて説明したが、これに限られず３層以上から構成することも可能である。また、上
部電極はそれぞれ同一の材料によって形成される必要はなく、異種材料を組み合わせても
良い。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の実施の形態に係るコンデンサを備えるインターポーザの構成例を示す断
面図である。
【図２】図１に示すインターポーザの機能を説明するための図である。
【図３】図１に示すインターポーザと回路基板と半導体パッケージの各電極の位置関係を
示す図である。
【図４】本発明の実施の形態に係るコンデンサの製造方法を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態に係るコンデンサの製造方法を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態に係るコンデンサの製造方法を示す図である。
【符号の説明】
【００５９】
　　１０　コンデンサ
　　１１　半導体基板
　　１２　酸化膜
　　１３ａ　下部電極
　　１３ｂ　引出用電極層
　　１４　誘電体層
　　１５ａ～１５ｄ　上部電極
　　１６ｖ、１６ｇ　金属膜
　　１７　絶縁膜
　　１８ｇ、１８ｖ、２３ｇ、２３ｖ　電極パッド
　　１９ｇ、１９ｖ　金属層
　　２０ｇ、２０ｖ　バンプ
　　２１　絶縁層
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　　２２ｇ、２２ｖ　金属層
　　３０　インターポーザ
　　５０　半導体パッケージ
　　７０　回路基板

【図１】

【図２】

【図３】
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